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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】粉体の油相中への分散性が良好で、且つ皮膚密着性、経時での粉体分散安定性や
粘度維持に優れた油中水型又は水中油型乳化化粧料の提供。
【解決手段】下記（Ａ）～（Ｄ）成分を含有する乳化化粧料の提供。（Ａ）粉体（Ｂ）油
性成分（Ｃ）ポリエーテル基又はポリグリセリン基によって変性された下記（Ｄ）成分以
外のシリコーン界面活性剤、及び（Ｄ）式（１）で示されるオルガノシロキサン。

［Ｒ１はアルキル基等：Ｒ２は２価の有機基：ｍは０～３００：ｎは１～１０：Ｒ３は式
（２）で示されるポリオキシアルキレン基、Ｈ等；

（Ｒ４はＨ、アルキル基等：ａ～ｄは０～５０の整数：１≦（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）≦５０）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（Ａ）～（Ｄ）成分を含有する乳化化粧料。
（Ａ）粉体：化粧料の全質量に対し０．０１～５０質量％
（Ｂ）油性成分
（Ｃ）ポリエーテル基又はポリグリセリン基によって変性された、下記（Ｄ）成分以外の
シリコーン界面活性剤の１種または２種以上：化粧料の全質量に対し０．０１～５質量％
、及び
（Ｄ）下記一般式（１）で示されるオルガノシロキサン：化粧料の全質量に対し０．０１
～１２質量％であり、且つ（Ｃ）成分の質量に対して０．１～８倍となる量
【化１】

［式（１）中、Ｒ１は、互いに独立に、炭素原子数１以上３０以下の、フッ素置換されて
もよいアルキル基、炭素原子数６以上３０以下の、フッ素置換されてもよいアリール基、
及び炭素原子数７以上３０以下の、フッ素置換されてもよいアラルキル基から選ばれる基
であり、Ｒ２は、互いに独立に、炭素原子数２以上１５以下の、酸素原子を有してもよい
２価の有機基であり、ｍは０～３００の整数であり、ｎは１～１０の整数であり、
Ｒ３は、互いに独立に、下記式（２）で示されるポリオキシアルキレン基、水素原子、及
び下記式（３）で示される基から選ばれる基であり、ただし該オルガノシロキサンは下記
式（２）で示されるポリオキシアルキレン基を少なくとも１つ有する
【化２】

（式（２）中、Ｒ４は、水素原子又は炭素原子数１以上２０以下のアルキル基であり
、ａ～ｄは互いに独立に０～５０の整数であり、かつ１≦（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）≦５０であ
り、オキシアルキレンはブロック単位を形成していてもランダム構造を形成していてもよ
い）
【化３】

（上記式（３）中、Ｒ１、Ｒ２、及びｍは上記の通りである）］。
【請求項２】
　（Ｅ）有機変性粘度鉱物をさらに含有する、請求項１記載の乳化化粧料。
【請求項３】
　下記（Ａ）～（Ｄ）成分を含有する乳化化粧料の製造方法であって、
（Ａ）粉体：化粧料の全質量に対し０．０１～５０質量％
（Ｂ）油性成分
（Ｃ）ポリエーテル基又はポリグリセリン基によって変性された、下記（Ｄ）成分以外の
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シリコーン界面活性剤の１種または２種以上：化粧料の全質量に対し０．０１～５質量％
、及び
（Ｄ）下記一般式（１）で示されるオルガノシロキサン：化粧料の全質量に対し０．０１
～１２質量％であり、且つ（Ｃ）成分の質量に対して０．１～８倍となる量
【化４】

［式（１）中、Ｒ１は、互いに独立に、炭素原子数１以上３０以下の、フッ素置換されて
もよいアルキル基、炭素原子数６以上３０以下の、フッ素置換されてもよいアリール基、
及び炭素原子数７以上３０以下の、フッ素置換されてもよいアラルキル基から選ばれる基
であり、Ｒ２は、互いに独立に、炭素原子数２以上１５以下の、酸素原子を有してもよい
２価の有機基であり、ｍは０～３００の整数であり、ｎは１～１０の整数であり、
Ｒ３は、互いに独立に、下記式（２）で示されるポリオキシアルキレン基、水素原子、及
び下記式（３）で示される基から選ばれる基であり、ただし該オルガノシロキサンは下記
式（２）で示されるポリオキシアルキレン基を少なくとも１つ有する
【化５】

（式（２）中、Ｒ４は、水素原子又は炭素原子数１以上２０以下のアルキル基であり
、ａ～ｄは互いに独立に０～５０の整数であり、かつ１≦（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）≦５０であ
り、オキシアルキレンはブロック単位を形成していてもランダム構造を形成していてもよ
い）

【化６】

（上記式（３）中、Ｒ１、Ｒ２、及びｍは上記の通りである）］
１）上記（Ａ）成分、上記（Ｂ）成分の一部、及び上記（Ｄ）成分の一部または全部を混
合し、（Ａ）成分を（Ｂ）成分に分散させた分散体を調製する工程、及び
２）上記工程１）で得た分散体を、上記（Ｂ）成分の残部、上記（Ｃ）成分、及び任意で
上記（Ｄ）成分の残部を含む乳化物と混合して乳化化粧料を調製する工程
を含む、前記製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は乳化化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコーンオイルは、その安全性等のために諸分野において油剤として用いられている
。化粧品においても多用されており、メイクアップ化粧料の用途においては、特に低粘度
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シリコーンオイルが、その優れた伸展性、さっぱり感及び安全性により広く使用されてい
る。
【０００３】
　シリコーンオイルは化粧品等の用途で乳化物として使用されることが多く、その場合シ
リコーン系界面活性剤が使用されることが多い。このようなシリコーン界面活性剤として
は、シロキサンの末端や側鎖にポリオキシアルキレン基を有するポリエーテル変性シリコ
ーンなどが知られている（特許文献１～５）。さらに、特許文献６には主鎖のシロキサン
構造が分岐を有するポリエーテル変性シリコーンが記載されており、特許文献７には下記
式で示されるＡＢＡ（シリコーン－親水基－シリコーン）型共重合体であるポリエーテル
変性シリコーンが記載されている。
【化１】

　
　［ここでＸは任意の結合基であり、ウレタン、尿素、アミド、エステル、アルキルエー
テルが例示されている。また、Ｒは炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐アルキレン基もし
くはフェニル基であり、ｌは１～５、ｍは４０～９０、ｎは１０～４０である。］
【０００４】
　また、特許文献８にはシリコーン界面活性剤として、（ポリ）グリセリン基をその他の
親水基として有するシリコーンが記載されており、特許文献９には主鎖シロキサン構造が
分岐を有するシリコーンが記載されている。また特許文献１０にはＡＢＡ型共重合体とし
て下記式で示される（ポリ）グリセリン変性シリコーンが記載されている。これらは粉体
を含有する化粧料の粉体分散安定化剤として特に優れている。
【化２】

［ここでＲは炭素原子数１～１２の直鎖又は分岐アルキル基もしくはフェニル基であり、
Ｒ’は炭素原子数２～１１のアルキレンと例示されている。また、ｍは１０～１２０、ｎ
は１～１１である。］
【０００５】
　上記シリコーン界面活性剤は、親水性基の種類、結合部位、親水基／親油基（シリコー
ン）バランスなどに応じて、さまざまな目的で使用されている。特にＡＢＡ（シリコーン
－親水基－シリコーン）型共重合体は粉体含有化粧料で粉体分散性に優れている。しかし
ながら従来のシリコーン系界面活性剤は皮膚密着性及び経時安定性に乏しいことが問題で
あった。
【０００６】
　上記問題を解決するシリコーン界面活性剤として、特許文献１１では下記式（１）で示
されるオルガノポリシロキサンが記載されている。
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【化３】

［上記式（１）中、Ｒ１は、互いに独立に、炭素原子数１以上３０以下の、フッ素置換さ
れてもよいアルキル基、炭素原子数６以上３０以下の、フッ素置換されてもよいアリール
基、及び炭素原子数７以上３０以下の、フッ素置換されてもよいアラルキル基から選ばれ
る基であり、Ｒ2は、互いに独立に、炭素原子数２以上１５以下の酸素原子を介してもよ
い２価の有機基であり、ｍは０～３００の整数であり、ｎは１～１０の整数であり、Ｒ３

は、互いに独立に、下記式（２）で示されるポリオキシアルキレン基、

【化４】

（式（２）中、Ｒ４は、水素原子又は炭素原子数１以上２０以下のアルキル基であり
、ａ～ｄは互いに独立に０～５０の整数であり、かつ１≦（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）≦５０であ
る）
及び下記式（３）で示される基から選ばれる基であって、

【化５】

（上記式（３）中、Ｒ１、Ｒ２、及びｍは上記の通りである）
一分子中少なくとも一つは上記式（２）で示されるポリオキシアルキレン基である］。
特許文献１１は、上記式（１）で示されるオルガノポリシロキサンを、化粧料総質量の０
．１～４０質量％含有し、水を含む、エマルジョンの形態である化粧料を記載している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特公平０４－１５７６２号公報
【特許文献２】特公平０４－２０４０７号公報
【特許文献３】特公平０５－１３１２６号公報
【特許文献４】特公平０６－６２３８５号公報
【特許文献５】特公平０５－１２９７９号公報
【特許文献６】特許第３７２４９８８号
【特許文献７】特開２００５－１５４７３６号公報
【特許文献８】特公昭６２－３４０３９号公報
【特許文献９】特許第３９７６２２６号
【特許文献１０】特開２００６－２１８４７２号公報
【特許文献１１】特許第５５７５６８５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　しかし上記特許文献１１に記載のオルガノシロキサンを含有する化粧料は、皮膚密着性
、及び経時での粉体分散安定性には優れるものの、経時での粘度変化に改善の余地があっ
た。
【０００９】
　従って本発明は、粉体の油相中への分散性が良好であり、皮膚密着性及び経時での粉体
分散安定性に優れ、且つ、経時での粘度上昇が抑制される、油中水型又は水中油型乳化メ
イクアップ化粧料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者はこれらの課題を解決する為に鋭意検討した結果、下記式（１）で示されるオ
ルガノシロキサンと、ポリエーテル基又はポリグリセリン基によって変性されたシリコー
ン界面活性剤とを特定の量比で併用することにより、上記課題を解決できることを見出し
た。
【００１１】
　すなわち本発明は、下記（Ａ）～（Ｄ）成分を含有する乳化化粧料を提供する。
（Ａ）粉体：化粧料の全質量に対し０．０１～５０質量％
（Ｂ）油性成分
（Ｃ）ポリエーテル基又はポリグリセリン基によって変性された、下記（Ｄ）成分以外の
シリコーン界面活性剤の１種または２種以上：化粧料の全質量に対し０．０１～５質量％
、及び
（Ｄ）下記一般式（１）で示されるオルガノシロキサン：化粧料の全質量に対し０．０１
～１２質量％であり、且つ（Ｃ）成分の質量に対して０．１～８倍となる量
【化６】

［式（１）中、Ｒ１は、互いに独立に、炭素原子数１以上３０以下の、フッ素置換されて
もよいアルキル基、炭素原子数６以上３０以下の、フッ素置換されてもよいアリール基、
及び炭素原子数７以上３０以下の、フッ素置換されてもよいアラルキル基から選ばれる基
であり、Ｒ２は、互いに独立に、炭素原子数２以上１５以下の、酸素原子を有してもよい
２価の有機基であり、ｍは０～３００の整数であり、ｎは１～１０の整数であり、
Ｒ３は、互いに独立に、下記式（２）で示されるポリオキシアルキレン基、水素原子、及
び下記式（３）で示される基から選ばれる基であり、ただし該オルガノシロキサンは下記
式（２）で示されるポリオキシアルキレン基を少なくとも１つ有する
【化７】

（式（２）中、Ｒ４は、水素原子又は炭素原子数１以上２０以下のアルキル基であり
、ａ～ｄは互いに独立に０～５０の整数であり、かつ１≦（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）≦５０であ
り、オキシアルキレンはブロック単位を形成していてもランダム構造を形成していてもよ
い）
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【化８】

（上記式（３）中、Ｒ１、Ｒ２、及びｍは上記の通りである）］。
【００１２】
　さらに本発明は、上記化粧料の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の化粧料は、粉体の油相中への分散性が良好であり、皮膚密着性、経時での粉体
分散安定性に優れ、且つ、経時で粘度上昇を抑制することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の化粧料について、詳しく説明する。
【００１５】
（Ａ）粉体
　粉体は化粧料に通常用いられるものであればよく、その形状、粒子径、及び粒子構造は
制限されない。粉体の形状は例えば、球状、針状、板状、樹状、繊維状、及び不定形等が
挙げられる。粒子構造は例えば、多孔質、無孔質、中空、及び中空多孔質等が挙げられる
。該粉体としては、例えば無機粉体、有機粉体、金属石鹸、及び着色用粉体等が挙げられ
る。粉体は、表面活性を抑えるため、分散性を向上するため、化粧料塗布時の感触の改善
等の目的で、金属石鹸、シリカ、酸化アルミ、水酸化アルミその他の公知の方法によって
表面処理されたものであっても良く、複合化粉体でもよい。
【００１６】
　無機粉体としては、微粒子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛、微粒子酸化セリウム等の紫外
線吸収散乱剤、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、マイカ、カ
オリン、セリサイト、合成金雲母、シリカ、ヒドロキシアパタイト、及び窒化ホウ素等の
体質顔料が挙げられる。
【００１７】
　有機粉体としては、ポリエステルパウダー、ポリエチレンパウダー、ポリスチレンパウ
ダー、ポリウレタンパウダー、ポリメチルメタクリレートパウダー、メチルメタクリレー
トクロスポリマー、セルロースパウダー、シルクパウダー、１２ナイロンや６ナイロン等
のナイロンパウダー、または、これらの繊維状パウダー、ジメチルポリシロキサンを架橋
した構造を持つ架橋型シリコーン微粉末、架橋型球状ポリメチルシルセスキオキサン微粉
末、架橋型球状オルガノポリシロキサンゴム表面をポリメチルシルセスキオキサン粒子で
被覆してなる微粉末、樹脂の積層末、デンプン末、脂肪酸デンプン誘導体末、及びラウロ
イルリジン等が挙げられる。
【００１８】
　シリコーン粉体としては、シリコーンレジンパウダーやシリコーンゴムパウダー等が挙
げられる。これらの市販品としては、ＫＭＰ－５９０、及びＫＭＰ－５９１（何れも信越
化学工業（株）製）等がある。また、粉体の一部に（ビニルジメチコン／メチコンシルセ
スキオキサン）クロスポリマー、（ジフェニルジメチコン／ビニルジフェニルジメチコン
／シルセスキオキサン）クロスポリマーのような架橋型球状オルガノポリシロキサンゴム
表面をポリメチルシルセスキオキサン粒子で被覆した粉末を用いる事により、分散性が良
くさらっとしたやわらかい優れた感触を化粧料に付与することができる。これらの市販品
としては、ＫＳＰ－１００、ＫＳＰ－１０１、ＫＳＰ－１０２、ＫＳＰ－１０５、ＫＳＰ
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－３００、ＫＳＰ－４１１、及びＫＳＰ－４４１（何れも信越化学工業（株）製）等があ
る。
【００１９】
　金属石鹸としては、ラウリン酸マグネシウム、ミリスチン酸亜鉛、ステアリン酸亜鉛、
ステアリン酸アルミニウム等が挙げられる。
【００２０】
　着色用の粉体としては、酸化チタン、酸化鉄、チタンブラック、カーボンブラック、水
酸化クロム、酸化クロム、紺青、群青、アルミニウムパウダー等の無機着色顔料や、赤色
２２６号、黄色４号等のタール色素、カルミン等の天然色素、雲母チタン、酸化鉄被覆雲
母チタン、酸化チタン被覆合成金雲母等のパール顔料等がある。
【００２１】
　これらの粉体は本発明の効果を妨げない範囲で、市販の皮膜形成剤や表面処理剤を必要
に応じて一種、又は二種以上用いて表面処理して使用することができる。表面処理剤とし
ては例えば、ＫＦ－９９Ｐ、ＫＦ－９９０１、ＫＦ－９９０８、ＫＦ－９９０９、ＫＰ－
５７４、及びＡＥＳ－３０８３（何れも信越化学工業（株）製）等が好適であり、目的に
応じた優れた分散性を示す。
【００２２】
　化粧料中における粉体の含有量は、目的とする化粧料の形態に応じて適宜選択されれば
よく、特に制限されるものでない。化粧料全体の質量に対して０．１～４０質量％の範囲
で調整すればよい。
【００２３】
（Ｂ）油性成分
　油性成分は、通常化粧料に使用されるものであればよく、特に限定されるものでない。
例えば固体、半固体、及び液状等の油性成分が挙げられる。該油性成分としては、シリコ
ーン油、炭化水素油、高級脂肪酸、高級アルコール油、エステル油、動植物油、半合成油
等、及びフッ素系油を挙げることができる。該油性成分は揮発性を有していても揮発性を
有していなくともよい。また一種を単独で配合しても、二種以上を組合せて配合してもよ
い。
【００２４】
　シリコーン油としては、ジメチルポリシロキサン、カプリリルメチコン、セチルジメチ
コン、メチルヘキシルポリシロキサン等の低粘度から高粘度の直鎖或いは分岐状のオルガ
ノポリシロキサン；オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロ
キサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン等の環状オルガノポリシロキサン；トリス
トリメチルシロキシメチルシラン、テトラキストリメチルシロキシシラン等の分岐状オル
ガノポリシロキサン；ブチルポリジメチルシロキシル（エチレン／プロピレン／ビニルノ
ルボルネン）コポリマー等のシリコーン変性オレフィンワックス；アミノ変性オルガノポ
リシロキサン、ピロリドン変性オルガノポリシロキサン、ピロリドンカルボン酸変性オル
ガノポリシロキサン、高重合度のガム状ジメチルポリシロキサン、ガム状アミノ変性オル
ガノポリシロキサン、ステアロキシシリコーン等の高級アルコキシ変性オルガノポリシロ
キサン、高級脂肪酸変性オルガノポリシロキサン、アルキル変性オルガノポリシロキサン
、長鎖アルキル変性オルガノポリシロキサン、及びフッ素変性オルガノポリシロキサンが
挙げられる。
【００２５】
　好ましくはシリコーン油の一部として、オクタメチルトリシロキサン、デカメチルテト
ラシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサ
ン、トリストリメチルシロキシメチルシラン、及びテトラキストリメチルシロキシシラン
などの直鎖状、分岐状、又は環状の室温（２５℃）で揮発性のシリコーン油を用いること
が好ましい。
【００２６】
　炭化水素油としては、直鎖状、分岐状、さらに揮発性の炭化水素油等が挙げられ、具体
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的には、オゾケライト、α－オレフィンオリゴマー、軽質イソパラフィン、イソドデカン
、軽質流動イソパラフィン、スクワラン、合成スクワラン、植物性スクワラン、スクワレ
ン、セレシン、パラフィン、パラフィンワックス、ポリエチレンワックス、ポリエチレン
・ポリプロピレンワックス、（エチレン／プロピレン／スチレン）コポリマー、（ブチレ
ン／プロピレン／スチレン）コポリマー、流動パラフィン、流動イソパラフィン、プリス
タン、ポリイソブチレン、水添ポリイソブテン、マイクロクリスタリンワックス、及びワ
セリン等が挙げられる。
【００２７】
　高級脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘ
ン酸、ウンデシレン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸、エイコサ
ペンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）、イソステアリン酸、及び１２
－ヒドロキシステアリン酸等が挙げられる。
【００２８】
　高級アルコール油としては、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、パルミチル
アルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ヘキサデシルアルコール、オ
レイルアルコール、イソステアリルアルコール、ヘキシルドデカノール、オクチルドデカ
ノール、セトステアリルアルコール、２－デシルテトラデシノール、コレステロール、フ
ィトステロール、ＰＯＥコレステロールエーテル、モノステアリルグリセリンエーテル（
バチルアルコール）、及びモノオレイルグリセリルエーテル（セラキルアルコール）等が
挙げられる。
【００２９】
　エステル油としては、２－エチルヘキサン酸セチル、イソノナン酸イソノニル、イソノ
ナン酸イソトリデシルパルミチン酸２－エチルヘキシル、ミリスチン酸オクチルドデシル
、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール等のモノ
エステル；セバシン酸ジイソプロピル、リンゴ酸ジイソステアリル等の二塩基酸エステル
；トリエチルヘキサノイン等のトリグリセライド；トリイソステアリン酸ポリグリセリル
－２等のポリグリセリンエステル；トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、トリ
－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン等のトリメチロールプロパン誘導体；１
２－ヒドロキシステアリン酸フィトステリル、イソステアリン酸フィトステリル等のフィ
トステロールエステル；Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸－２－オクチルドデシル等の
アミノ酸系エステル；及び（ヒドロキシステアリン酸・ステアリン酸・ロジン酸）ジペン
タエリスリトール等のヒドロキシステアリン酸やロジン酸等の脂肪酸ペンタエリスリトー
ルエステル等が挙げられる。
【００３０】
　動植物油としては、アボカド油、アマニ油、アーモンド油、オリーブ油、イボタロウ、
カカオ脂、カルナウバロウ、キャンデリラロウ、小麦胚芽油、ゴマ油、コメ胚芽油、コメ
ヌカ油、サフラワー油、シアバター、ホホバ油、スクワラン、大豆油、ツバキ油、月見草
油、トウモロコシ油、ナタネ油、米ヌカロウ、パーム核油、ヒマシ油、ヒマワリ油、マカ
デミアナッツ油、ミツロウ、メドウフォーム油、綿実油、モクロウ、モンタンロウ、落花
生油、ラノリン、液状ラノリン、卵黄油を精製して得られる動植物油、またこれらを水素
添加品としたホホバロウ、硬化ヒマシ油、硬化ナタネ油、及び還元ラノリン等が挙げられ
る。
【００３１】
　フッ素系油としては、パーフルオロポリオキシアルキレン、パーフルオロデカリン、パ
ーフルオロオクタン等が挙げられる。
【００３２】
　中でも室温で液状の油剤が好ましく、室温における粘度が２～１０ｃｓのシリコーン油
等、及び、スクワラン、イソドデカン、イソパラフィン等の炭化水素油、トリエチルヘキ
サノイン、ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール、及びイソノナン酸イソトリデシ
ル等の分岐構造を有するエステル油が好ましい。
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【００３３】
　化粧料中における油性成分の含有量は、目的とする化粧料の形態に応じて適宜選択され
ればよく、特に制限されるものでない。化粧料全体の質量に対して１～９８質量％の範囲
で調整すればよい。
【００３４】
（Ｃ）ポリエーテル基又はポリグリセリン基によって変性されたシリコーン界面活性剤
　本発明の（Ｃ）成分は、ポリエーテル基又はポリグリセリン基によって変性されたシリ
コーン界面活性剤の１種または２種以上であり、下記（Ｄ）成分以外の界面活性剤である
。該界面活性剤としては、公知のものが使用できる。
【００３５】
　ポリエーテル基によって変性されたシリコーン界面活性剤としては、ＰＥＧ－１１メチ
ルエーテルジメチコン、ＰＥＧ－１０ジメチコン、ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチ
ルジメチコン、ラウリルＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、及びセチル
ＰＥＧ/ＰＰＧ－１０／１ジメチコン等が挙げられる。これらの市販品としては、ＫＦ－
６０１１、ＫＦ－６０４３、ＫＦ－６０１７、ＫＦ－６０１７Ｐ、ＫＦ－６０２８、ＫＦ
－６０２８Ｐ、ＫＦ－６０３８、及びＫＦ－６０４８（何れも信越化学工業（株）製）等
がある。ポリグリセリン基によって変性されたシリコーン界面活性剤としては、ポリグリ
セリル―３ジシロキサンジメチコン、ポリグリセリル－３ポリジメチルシロキシエチルジ
メチコン、及びラウリルポリグリセリル－３ポリジメチルシロキシエチルジメチコン等が
挙げられる。これらの市販品としては、ＫＦ－６１００、ＫＦ－６１０４、ＫＦ－６１０
６、及びＫＦ－６１０５（何れも信越化学工業（株）製）等がある。（Ｃ）成分は、上記
界面活性剤の１種単独でも、２種以上の併用であってもよい。
【００３６】
　また、（Ｃ）成分として、部分架橋型ポリエーテル変性シリコーンあるいは部分架橋型
ポリグリセリン変性シリコーンを使用することもできる。（Ｃ）成分は、部分架橋型ポリ
エーテル変性シリコーンあるいは部分架橋型ポリグリセリン変性シリコーンのみであって
もよい。部分架橋型ポリエーテル変性シリコーンは、オルガノポリシロキサン鎖をポリエ
ーテル残基によって架橋した三次元架橋物である。部分架橋型ポリグリセリン変性シリコ
ーンは、オルガノポリシロキサン鎖をポリグリセリン残基によって架橋した三次元架橋物
である。例えば、（ジメチコン／（ＰＥＧ－１０／１５））クロスポリマー、（ＰＥＧ－
１５／ラウリルジメチコン）クロスポリマー、（ＰＥＧ－１５／ラウリルポリジメチルシ
ロキシエチルジメチコン）クロスポリマー、（ジメチコン／ポリグリセリン－３）クロス
ポリマー、（ラウリルジメチコン／ポリグリセリン－３）クロスポリマー、及び（ポリグ
リセリル－３／ラウリルポリジメチルシロキシエチルジメチコン）クロスポリマー等が挙
げられる。これらはシリコーンオイルやその他のオイルを含む膨潤物として市販されてい
る。例えば、ＫＳＧ－２１０、２４０、３１０、３４０、３２０Ｚ、ＫＳＧ－７１０、８
１０、８２０Ｚ等（何れも信越化学工業製）がある。
【００３７】
　（Ｃ）成分の配合量は、化粧料全体の質量に対して０．０１～５質量％であり、０．１
～４質量％がより好ましい。配合量が少な過ぎると、得られる化粧料は十分な保存安定性
を有することが困難になる。また配合量が多過ぎると、化粧料はべたつきを有することが
ある。
【００３８】
（Ｄ）オルガノシロキサン
（Ｄ）成分は、下記一般式（１）で示されるオルガノシロキサンであり、
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【化９】

Ｒ３で示される基のうち少なくとも１つが下記式（２）で示されるポリオキシアルキレン
基であることを特徴とする。
【化１０】

【００３９】
　上記式（１）中、Ｒ１は、互いに独立に、炭素原子数１以上３０以下、好ましくは炭素
原子数１以上１５以下の、さらに好ましくは炭素原子数１以上１０以下の、フッ素置換さ
れてもよいアルキル基、炭素原子数６以上３０以下、好ましくは炭素原子数６以上１５以
下、さらに好ましくは炭素原子数６以上１０以下の、フッ素置換されてもよいアリール基
、及び炭素原子数７以上３０以下、好ましくは炭素原子数７以上１５以下の、フッ素置換
されてもよいアラルキル基から選ばれる基である。フッ素置換されてもよいアルキル基と
しては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基
、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基等のアルキル基、シクロペンチル基、シ
クロヘキシル基等のシクロアルキル基、及びこれらのフッ素置換された基、特にトリフロ
ロプロピル基、ヘプタデカフロロデシル基等が挙げられる。フッ素置換されてもよいアリ
ール基としては、例えば、フェニル基及びトリル基が挙げられる。フッ素置換されてもよ
いアラルキル基としては、例えば、ベンジル基、及びフェネチル基等が挙げられる。好ま
しくは、Ｒ１は炭素原子数１以上１５以下のアルキル基、又はフェニル基であり、より好
ましくはメチル基及びブチル基である。さらに、Ｒ１で示される基の合計個数うち５０％
以上がメチル基であることが好ましく、７０％以上がメチル基であることがより好ましい
。
【００４０】
　上記式（１）中、Ｒ２は、互いに独立に、炭素原子数２以上１５以下、好ましくは炭素
原子数２以上１０以下の、酸素原子を有してもよい２価の有機基である。該２価の有機基
としては例えば、－（ＣＨ２）２－、－（ＣＨ２）３－、－（ＣＨ２）４－、－ＣＨ２Ｃ
Ｈ（ＣＨ３）ＣＨ２－、－（ＣＨ２）８－、－（ＣＨ２）１１－、－（ＣＨ２）３－Ｏ－
（ＣＨ２）２－、－（ＣＨ２）２－Ｏ－（ＣＨ２）３－が挙げられる。好ましくは、－（
ＣＨ２）２－、－（ＣＨ２）３－、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２－であり、特に好まし
くは－Ｃ３Ｈ６－である。
【００４１】
　上記式（１）中、ｍは０～３００の整数であり、ｎは１～１０の整数である。ｍは、好
ましくは０～１５０の整数であり、より好ましくは２～１００の整数である。ｎは好まし
くは１～６の整数であり、より好ましくは２～５の整数である。
【００４２】
　上記式（１）において－［Ｃ３Ｈ５（ＯＲ３）Ｏ］－で示される構造は平均式であり、
例えば下記式（ａ）～（ｃ）で示される構造が包含されるが、これらに制限されるもので
はない。特に好ましくは下記式（ｂ）で示される構造である。
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【化１１】

【００４３】
　上記式（１）中、Ｒ３は、互いに独立に、下記式（２）で示されるポリオキシアルキレ
ン基、水素原子、及び下記式（３）で示される基から選ばれる基である。
【化１２】

（式（２）中、Ｒ４は、水素原子又は炭素原子数１以上２０以下のアルキル基であり、ａ
～ｄは互いに独立に０～５０の整数であり、かつ１≦（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）≦５０である）
【化１３】

（式（３）中、Ｒ１、Ｒ２及びｍは上記の通りである）
ただし、Ｒ３で示される基の少なくとも一つは上記式（２）で示されるポリオキシアルキ
レン基である。
【００４４】
　上記式（２）中、ａ～ｄは互いに独立に０～５０の整数であり、かつ１≦（ａ＋ｂ＋ｃ
＋ｄ）≦５０であり、好ましくは１≦（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）≦３０であり、より好ましくは
１≦（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）≦２０である。上記式（２）は、エチレンオキサイド（Ｃ２Ｈ４

Ｏ）、プロピレンオキサイド（Ｃ３Ｈ６Ｏ）、ブチレンオキサイド（Ｃ４Ｈ８Ｏ）、ペン
チレンオキサイド（Ｃ５Ｈ１０Ｏ）からなる繰返し単位を少なくとも一つ有し、これらは
ランダム構造を形成していても、ブロック構造を形成していてもよい。好ましくはｄ＝０
である。さらに好ましくは、エチレンオキサイドのみからなる構造、プロピレンオキサイ
ドのみからなる構造、及びエチレンオキサイド及びプロピレンオキサイドからなる構造で
ある。特に好ましくはエチレンオキサイドのみからなる構造である。
【００４５】
　上記式（２）中、Ｒ４は、水素原子又は炭素原子数１以上２０以下のアルキル基である
。アルキル基としては、特に制限されないが、メチル基、エチル基、ブチル基、オクチル
基、ラウリル基、及びステアリル基等が挙げられる。Ｒ４としては、好ましくは水素原子
、メチル基、及びブチル基である。
【００４６】
　特には、Ｒ２が－Ｃ３Ｈ６－で示される２価の有機基であり、且つ、Ｒ３が下記式（４
）
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【化１４】

（上記式（４）中、ａは１～５０の整数であり、Ｒ４は上記の通りである）
で示されるポリオキシアルキレン基であるオルガノポリシロキサンが好ましい。このよう
なＲ２及びＲ３であれば、粉体の油相中への分散性が一層良好となり、皮膚密着性及び経
時での粉体分散安定性により優れた化粧料を提供できる。該オルガノポリシロキサンは下
記式（５）で示される。

【化１５】

（上記式（５）中、Ｒ１、ｎ、及びｍは上記と同様であり、Ｒ３’は上記式（４）で示さ
れる基である）
【００４７】
　また、Ｒ２が－Ｃ３Ｈ６－で示される基であり、且つ、Ｒ３で示される基として下記式
（６）で示されるポリオキシアルキレン基及び上記式（３）で示される基を有するオルガ
ノポリシロキサンも好ましい。

【化１６】

（上記式（６）中、ａ及びｂは互いに独立に０～５０の整数であり、かつ１≦（ａ＋ｂ）
≦５０であり、Ｒ４は上記の通りである］
また、該オルガノポリシロキサンにおいて、ｎは２～１０の整数であることも好ましい。
このようなＲ２、Ｒ３、及びｎであれば、粉体の油相中への分散性が一層良好となり、皮
膚密着性及び経時での粉体分散安定性に優れた化粧料を提供できる。該オルガノポリシロ
キサンは下記式（７）で示される。

【化１７】

　（式（７）中、Ｒ１及びｍは上記の通りであり、Ｒ３’’は上記式（６）で示される基
であり、ｅ及びｆは互いに独立に１～９の整数であり、かつ２≦（ｅ＋ｆ）≦１０である
）
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【００４８】
　上記オルガノポリシロキサンは公知の方法に従い製造することができる。例えば、特許
文献１１に記載される方法が効率的である。
【００４９】
　（Ｄ）成分の配合量は、本発明の化粧料全体の質量に対して０．０１～１２質量％であ
り、さらに好ましくは、０．１～６質量％であり、かつ（Ｃ）成分の質量に対して０．１
～８倍量、好ましくは（Ｃ）成分の質量に対して０．１２～７倍量、さらに好ましくは０
．１５～３倍量がよい。（Ｄ）成分と（Ｃ）成分とを組合せて該配合量で含有することに
より、粉体の油相中への分散性が一層良好となり、得られる化粧料は、皮膚密着性及び経
時での粉体分散安定性に優れ、且つ、経時での粘度維持に優れるため好ましい。
【００５０】
（Ｅ）有機変性粘度鉱物
　また本発明の化粧料はさらに（Ｅ）有機変性粘度鉱物を含有することができる。これに
より、化粧料の乳化安定性を向上させることができる。（Ｅ）成分の配合量は、化粧料全
体の質量に対して０～３．０質量％であるのがよく、０．１～１．５質量％が好ましい。
【００５１】
　（Ｅ）有機変性粘度鉱物としては、ジメチルジステアリルアンモニウムヘクトライト、
ジメチルジステアリルアンモニウムベントナイト、ベンジルジメチルステアリルアンモニ
ウムヘクトライト、ジオクタデシルジメチルアンモニウムモンモリロナイト、オクタデシ
ルジメチルベンジルアンモニウムモンモリロナイト、ジヘキサデシルジメチルアンモニウ
ムモンモリロナイト等が挙げられる。具体的には、ベントン３８、ベントン３４、ベント
ン２７（いずれもエレメンティススペシャリティーズ社製）等として市販されている。
【００５２】
＜その他の任意成分＞
　本発明の化粧料には、通常の油中水型又は水中油型乳化化粧料に使用される種々の成分
を本発明の効果を損なわない範囲で配合することができる。その他の成分としては例えば
、（ｉ）アルコール性水酸基を有する化合物、（ｉｉ）増粘剤、（ｉｉｉ）皮膜剤、（ｉ
ｖ）（Ｃ）成分及び（Ｄ）成分以外の界面活性剤、及び（ｖ）その他の添加剤が挙げられ
る。これらは一種単独であっても、二種以上を組み合わせて含有してもよい。以下、各成
分について詳細に説明する。
【００５３】
（ｉ）アルコール性水酸基を有する化合物
　アルコール性水酸基を有する化合物としては、エタノール、イソプロパノール等、炭素
原子数が好ましくは２～５の低級アルコール；ソルビトール、マルトース等の糖アルコー
ル等が挙げられる。また、コレステロール、シトステロール、フィトステロール、ラノス
テロール等のステロール；ブチレングリコール、プロピレングリコール、ジブチレングリ
コール、ペンチレングリコール等の多価アルコール等が挙げられる。アルコール性水酸基
を有する化合物の配合量は特に制限されないが、化粧料全体の質量に対して０．１～１０
質量％の範囲が好適である。
【００５４】
（ｉｉ）増粘剤
　増粘剤は化粧品に通常用いられているものであればよく特に制限されるものでない。水
性タイプ及び油性タイプの増粘剤が使用できる。
【００５５】
　水性タイプの増粘剤としては、微粒子シリカ；ベントナイト、及びヘクトライト等の無
機粉体；アラビアゴム、グアーガム、カラギーナン、寒天、クインスシード、ローカスト
ビーンガム、キサンタンガム、プルラン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒド
ロキシエチルセルロース、及びカルボキシビニルポリマー等のビニル系高分子；（アクロ
イルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、（アクリル酸Ｎａ／アクリロイ
ルジメチルタウリンＮａ）コポリマー、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジ
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メチルタウリンＮａ）コポリマー、及びポリアクリルアミド等のアクリル系高分子等の水
溶性高分子が使用できる。　
【００５６】
　油性タイプの増粘剤としては、上記（Ｅ）成分の他に、シリル化シリカ等の疎水化微粒
子シリカ、ステアリン酸アルミニウム等の金属セッケン、（パルミチン酸／２－エチルヘ
キサン酸）デキストリン、ステアリン酸イヌリン等の多糖脂肪酸エステル、酢酸ステアリ
ン酸スクロース等のショ糖脂肪酸エステル、及び架橋型オルガノポリシロキサン等が使用
できる。　
【００５７】
　架橋型オルガノポリシロキサンは三次架橋構造を有する微細な粒子であり、液状油に対
し、自重以上の該液状油を含んで膨潤するものがよい。該オルガノポリシロキサンはアル
キル基、アルケニル基、アリール基、及びフルオロアルキル基からなる群から選択される
少なくとも１種を分子中に含有していてもよい。例えば（ジメチコン／ビニルジメチコン
）クロスポリマー、（ジメチコン／フェニルビニルジメチコン）クロスポリマー、（ビニ
ルジメチコン／ラウリルジメチコン）クロスポリマーなどが挙げられる。これらの市販品
としては、該架橋型オルガノポリシロキサンと油剤を混合しペースト状にしたものがあり
、例えば、ＫＳＧ－１５、ＫＳＧ－１６、ＫＳＧ－１９、ＫＳＧ－１８Ａ、ＫＳＧ－１５
１０、ＫＳＧ－１６１０、ＫＳＧ－４１Ａ、ＫＳＧ－４２Ａ、ＫＳＧ－４３、ＫＳＧ－４
４、ＫＳＧ－０４２Ｚ、ＫＳＧ－０４５Ｚ、及びＫＳＧ－０４８Ｚ（いずれも信越化学工
業（株）製）等が挙げられる。これらの架橋型オルガノポリシロキサンは、べた付きの少
ないさらっとした感触を化粧料に与え、油性又はＷ／Ｏ化粧料の増粘及び安定化のために
優れている。
【００５８】
（ｉｉｉ）皮膜剤
　皮膜剤は、通常化粧料に配合できるものであればよく特に限定されない。例えば、ポリ
ビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリル酸アルキル等
のラテックス類、デキストリン、及びアルキルセルロースやニトロセルロース等のセルロ
ース誘導体、トリ（トリメチルシロキシ）シリルプロピルカルバミド酸プルランなどのシ
リコーン化多糖化合物、及び（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマーなどのアク
リル－シリコーン系グラフト共重合体、トリメチルシロキシケイ酸等のシリコーン樹脂、
シリコーン変性ポリノルボルネン、及びフッ素変性シリコーン樹脂等のシリコーン系樹脂
、フッ素樹脂、芳香族系炭化水素樹脂、ポリマーエマルジョン樹脂、テルペン系樹脂、ポ
リブテン、ポリイソプレン、アルキド樹脂、ポリビニルピロリドン変性ポリマー、ロジン
変性樹脂、及びポリウレタン等が挙げられる。皮膜剤は、化粧料の化粧もちの改善のため
、目的に応じて１種または２種以上を選択して使用される。
【００５９】
　上記の中でも特にシリコーン系の皮膜剤が好ましく、中でもトリ（トリメチルシロキシ
）シリルプロピルカルバミド酸プルラン（市販品としては、溶剤に溶解したものとして、
信越化学工業製：ＴＳＰＬ－３０－Ｄ５，ＩＤがある）、（アクリル酸アルキル／ジメチ
コン）コポリマー（市販品としては、溶剤に溶解したものとして、信越化学工業製：ＫＰ
－５４３，５４５，５４９，５５０，５４５Ｌ等がある）、及びトリメチルシロキシケイ
酸（市販品としては、溶剤に溶解したものとして、信越化学工業製：ＫＦ－７３１２Ｊ，
Ｘ－２１－５２５０等がある）、及びシリコーン変性ポリノルボルネン（市販品としては
、溶剤に溶解したものとして、信越化学工業製：ＮＢＮ－３０－ＩＤ等がある）が好まし
い。
【００６０】
（ｉｖ）界面活性剤
　前記（Ｃ）及び（Ｄ）成分以外の界面活性剤を必要に応じて添加することができる。こ
のような界面活性剤としては通常の化粧料に使用されるものであれば特に制限されるもの
ではなくいずれのものも使用することができる。このような界面活性剤としては、アニオ
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ン性、カチオン性、非イオン性及び両性の界面活性剤がある。
【００６１】
　なかでもメイクアップ化粧料には非イオン性界面活性剤がよく使われる。例えば、ソル
ビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、プ
ロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、メチルグルコシド脂肪酸エ
ステル、アルキルポリグルコシド、ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル、及びポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油等、疎水基が炭化水素系である界面活性剤がよく知られている。
【００６２】
　油中水型乳化化粧料においては、（Ｃ）成分及び（Ｄ）成分と併用して炭化水素系界面
活性剤を用いる事が好ましい。炭化水素系界面活性剤としては、例えば、ポリオキシアル
キレン脂肪酸エステル、セスキオレイン酸ソルビタン、及びセスキイソステアリン酸ソル
ビタン等が挙げられる。これらは乳化物の安定性を向上するために好ましい。
【００６３】
（ｖ）その他の添加剤
　その他の添加剤としては、制汗剤、保湿剤、紫外線吸収剤、抗菌防腐剤、香料、塩類、
酸化防止剤、ｐＨ調整剤、キレート剤、清涼剤、抗炎症剤、美肌用成分（美白剤、細胞賦
活剤、肌荒れ改善剤、血行促進剤、皮膚収斂剤、抗脂漏剤等）、ビタミン類、アミノ酸類
、核酸、ホルモン、及び包接化合物等が挙げられる。
【００６４】
・制汗剤
　制汗剤としては、アルミニウムクロロハイドレート、塩化アルミニウム、アルミニウム
セスキクロロハイドレート、ジルコニルヒドロキシクロライド、アルミニウムジルコニウ
ムヒドロキシクロライド、及びアルミニウムジルコニウムグリシン錯体等が挙げられる。
【００６５】
・保湿剤
　保湿剤としては、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコール、ジプロピレング
リコール、１，３－ブチレングリコール、ペンチレングリコール、グルコース、キシリト
ール、マルチトール、ポリエチレングリコール、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、ピ
ロリドンカルボン酸塩、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシプロピレンメ
チルグルコシド、卵黄レシチン、大豆レシチン、ホスファチジルコリン、ホスファチジル
エタノールアミン、ホスファチジルセリン、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジ
ルイノシトール、及びスフィンゴリン脂質等が挙げられる。
【００６６】
・紫外線吸収剤
　紫外線吸収剤としては、パラアミノ安息香酸等の安息香酸系紫外線吸収剤；アントラニ
ル酸メチル等のアントラニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸メチル、サリチル酸オクチル
、サリチル酸トリメチルシクロヘキシル等のサリチル酸系紫外線吸収剤；パラメトキシケ
イ皮酸オクチル等のケイ皮酸系紫外線吸収剤；２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン等の
ベンゾフェノン系紫外線吸収剤；ウロカニン酸エチル等のウロカニン酸系紫外線吸収剤；
４－ｔ－ブチル－４’－メトキシ－ジベンゾイルメタン等のジベンゾイルメタン系紫外線
吸収剤；フェニルベンズイミダゾールスルフォン酸、及びトリアジン誘導体等が挙げられ
る。
【００６７】
・抗菌防腐剤
　抗菌防腐剤としては、パラオキシ安息香酸アルキルエステル、安息香酸、安息香酸ナト
リウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、フェノキシエタノール等、抗菌剤としては、
安息香酸、サリチル酸、石炭酸、ソルビン酸、パラオキシ安息香酸アルキルエステル、パ
ラクロルメタクレゾール、ヘキサクロロフェン、塩化ベンザルコニウム、塩化クロルヘキ
シジン、トリクロロカルバニリド、感光素、及びフェノキシエタノール等が挙げられる。
【００６８】
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・香料
　香料としては、天然香料及び合成香料がある。天然香料としては花、葉、材、果皮、な
どから分離した植物性香料；ムスク、シベットなどの動物性香料がある。合成香料として
はモノテルペンなどの炭化水素類、脂肪族アルコール、芳香族アルコールなどのアルコー
ル類；テルペンアルデヒド、芳香族アルデヒドなどのアルデヒド類；脂環式ケトンなどの
ケトン類；テルペン系エステルなどのエステル類；ラクトン類；フェノール類；オキサイ
ド類；含チッソ化合物類；及びアセタール類などが挙げられる。
【００６９】
・塩類
　塩類としては無機塩、有機酸塩、アミン塩及びアミノ酸塩が挙げられる。無機塩として
は、例えば、塩酸、硫酸、炭酸、硝酸等の無機酸のナトリウム塩、カリウム塩、マグネシ
ウム塩、カルシウム塩、アルミニウム塩、ジルコニウム塩、亜鉛塩等が挙げられる。有機
酸塩としては、例えば、酢酸、デヒドロ酢酸、クエン酸、りんご酸、コハク酸、アスコル
ビン酸、及びステアリン酸等が挙げられる。アミン塩及びアミノ酸塩としては、例えば、
トリエタノールアミン等のアミン類の塩、及びグルタミン酸等のアミノ酸類の塩等が挙げ
られる。また、その他、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸等の塩、アルミニウムジルコ
ニウムグリシン錯体等、さらには、化粧品処方の中で使用される酸－アルカリの中和塩等
も使用することができる。
【００７０】
・酸化防止剤
　酸化防止剤としては、トコフェロール、ｐ－ｔ－ブチルフェノール、ブチルヒドロキシ
アニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、及びフィチン酸等が挙げられる。
【００７１】
・ｐＨ調整剤
　ｐＨ調整剤としては、乳酸、クエン酸、グリコール酸、コハク酸、酒石酸、ｄｌ－リン
ゴ酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、及び炭酸水素アンモニウム等が挙げられる。
【００７２】
・キレート剤
　キレート剤としては、アラニン、エデト酸ナトリウム塩、ポリリン酸ナトリウム、メタ
リン酸ナトリウム、及びリン酸等挙げられる。
【００７３】
・清涼剤
　清涼剤としては、Ｌ－メントール、及びカンフル等が挙げられる。
【００７４】
・抗炎症剤
　抗炎症剤としては、アラントイン、グリチルリチン酸及びその塩、グリチルレチン酸及
びグリチルレチン酸ステアリル、トラネキサム酸、及びアズレン等が挙げられる。
【００７５】
・美肌用成分
　美肌用成分としては、胎盤抽出液、アルブチン、グルタチオン、ユキノシタ抽出物等の
美白剤；ロイヤルゼリー、感光素、コレステロール誘導体、及び幼牛血液抽出液等の細胞
賦活剤；肌荒れ改善剤；ノニル酸ワレニルアミド、ニコチン酸ベンジルエステル、ニコチ
ン酸β－ブトキシエチルエステル、カプサイシン、ジンゲロン、カンタリスチンキ、イク
タモール、カフェイン、タンニン酸、α－ボルネオール、ニコチン酸トコフェロール、イ
ノシトールヘキサニコチネート、シクランデレート、シンナリジン、トラゾリン、アセチ
ルコリン、ベラパミル、セファランチン、及びγ－オリザノール等の血行促進剤；酸化亜
鉛、タンニン酸等の皮膚収斂剤；イオウ、及びチアントロール等の抗脂漏剤等が挙げられ
る。
【００７６】
・ビタミン類
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　ビタミン類としては、ビタミンＡ油、レチノール、酢酸レチノール、及びパルミチン酸
レチノール等のビタミンＡ類；リボフラビン、酪酸リボフラビン、及びフラビンアデニン
ヌクレオチド等のビタミンＢ２類、ピリドキシン塩酸塩、ピリドキシンジオクタノエート
、及びピリドキシントリパルミテート等のビタミンＢ６類、ビタミンＢ１２及びその誘導
体、ビタミンＢ１５及びその誘導体等のビタミンＢ類；Ｌ－アスコルビン酸、Ｌ－アスコ
ルビン酸ジパルミチン酸エステル、Ｌ－アスコルビン酸－２－硫酸ナトリウム、及びＬ－
アスコルビン酸リン酸ジエステルジカリウム等のビタミンＣ類；エルゴカルシフェロール
、コレカルシフェロール等のビタミンＤ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、
γ－トコフェロール、酢酸ｄｌ－α－トコフェロール、ニコチン酸ｄｌ－α－トコフェロ
ール、及びコハク酸ｄｌ－α－トコフェロール等のビタミンＥ類；ニコチン酸、ニコチン
酸ベンジル、及びニコチン酸アミド等のニコチン酸類；ビタミンＨ、ビタミンＰ、パント
テン酸カルシウム、Ｄ－パントテニルアルコール、パントテニルエチルエーテル、及びア
セチルパントテニルエチルエーテル等のパントテン酸類、及びビオチン等が挙げられる。
【００７７】
・アミノ酸類
　アミノ酸類としては、グリシン、バリン、ロイシン、イソロイシン、セリン、トレオニ
ン、フェニルアラニン、アルギニン、リジン、アスパラギン酸、グルタミン酸、シスチン
、システイン、メチオニン、及びトリプトファン等が挙げられる。
【００７８】
・核酸
　核酸としては、デオキシリボ核酸等が挙げられる。
【００７９】
・ホルモン
　ホルモンとしては、エストラジオール、及びエテニルエストラジオール等が挙げられる
。
【００８０】
・包接化合物
　包接化合物としては、シクロデキストリン等が挙げられる。
【００８１】
　本発明の化粧料は従来公知の方法に従い製造することができるが、特に好ましくは、（
Ａ）粉体、（Ｂ）油性成分の一部、及び（Ｄ）オルガノシロキサンの一部または全部を混
合して、（Ａ）粉体を（Ｄ）オルガノシロキサンにより（Ｂ）油相の一部に分散した分散
体を調製しておき、これを（Ｂ）油性成分の残りの部分、（Ｃ）シリコーン界面活性剤、
任意で（Ｄ）オルガノシロキサンの残りの部分、及びその他の任意成分を含む油中水型又
は水中油型乳化物に配合する方法が好適である。該方法により、粉体の油相への分散性を
一層高め、保存安定性の高い、油中水型又は水中油型乳化化粧料を提供することができる
。
【００８２】
　本発明の化粧料は上記の通り、油中水型又は水中油型乳化化粧料である。本発明の化粧
料組成物の実施形態は特に限定されるものではないが、例えば、液状、乳液状、クリーム
状、固形状、ペースト状、ゲル状、ムース状、スプレー状、スティック状、ペンシル状な
ど、種々の性状のファンデーション、日焼け止め、コンシーラー、アイライナー、マスカ
ラ、アイカラー、チークカラー、リップカラーなどに好適に使用される。
【実施例】
【００８３】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明をより詳細に説明するが、本発明は下記の実施
例に制限されるものではない。下記において「％」は「質量％」を意味する。
【００８４】
＜合成例１＞
（Ｄ）オルガノシロキサンの合成
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　反応器に、下記平均式（８）で表される化合物（トリグリセリンジアリルエーテル１モ
ルに対してエチレンオキサイドを合計９モル付加した付加化合物）３５．３質量部、
【化１８】

下記式（９）で表される片末端ハイドロジェンポリシロキサン４５６質量部、及び
【化１９】

イソプロピルアルコール５００質量部を仕込み、塩化白金酸０．５質量％のトルエン溶液
０．５質量部を加えた後、還流下で２時間反応させた。反応物を減圧下で加熱して溶剤を
溜去し、下記式（１０）で表されるオルガノシロキサンを得た。
【化２０】

【００８５】
　［実施例１、比較例１～３］
　下記表１に示す処方で、油中水型日焼け止め化粧料を調製した。
【００８６】



(20) JP 2017-2017 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

【表１】

【００８７】
（注１）ＫＦ－６０２８（信越化学工業（株）製）
（注２）ＫＳＧ－２１０（信越化学工業（株）製）[部分架橋型ポリエーテル変性シリコ
ーン：ジメチルポリシロキサン＝２５：７５（ｗｔ／ｗｔ）]
（注３）ＫＳＧ－１５（信越化学工業（株）製）
【００８８】
－製造方法－
　Ａ：成分６～１２を混合し均一に分散させた。
　Ｂ：成分１３～１６を混合し均一に分散させた。該分散体をＡで得られた混合物に加え
て均一に分散させ、乳化物を得た。
　Ｃ：成分１～５を混合し均一に分散させた。該分散体をＢで得られた乳化物に加えて均
一に分散させ、油中水型日焼け止め化粧料を得た。
【００８９】
［初期安定性評価］
　上記実施例１～３及び比較例１～３の化粧料を調製直後に透明サンプル瓶に充填し、分
散性を目視により観察し、下記判定基準に従い評価した。結果を下記表３に示す。
－判定基準－
◎：粉体の凝集が認められない。
×：粉体の凝集が認められる。
【００９０】
［使用感評価］
　上記実施例１～３及び比較例１～３の化粧料について、塗布時の外観の均一さ、および
、化粧もちの良さ（皮膚密着性）を、専門パネル（１０名）により下記表２に示される評
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価基準より評価した。１０名の平均値を下記判定基準に従い評価した。結果を下記表３に
示す。
【００９１】
【表２】

－判定基準－
◎：平均点が４．５点以上
○：平均点が３．５点以上４．５点未満
△：平均点が２．５点以上３．５点未満
×：平均点が１．５点以上２．５点未満
××：平均点が１．５点未満
【００９２】
［経時安定性評価］
　上記実施例１～３及び比較例１～３で得た調製直後の化粧料について２５℃での粘度を
測定した。次いで、これらの化粧料を密閉容器に入れ５０℃１ヶ月間静置した。静置後の
化粧料について２５℃での粘度（保存後粘度）を測定し、調製直後の粘度（初期粘度）か
らの変化を下記基準に従い評価した。また１カ月静置後の化粧料について粉体凝集の有無
を目視観察し、下記基準で評価した。なお、５０℃１ヶ月間静置後の粘度は、化粧料を一
旦２５℃下で８時間静置した後に測定した。粘度測定には東機産業製　ＶＩＳＣＯＭＥＴ
ＥＲ　ＴＶ－１０を使用した。
－判定基準－
・粘度変化
◎：保存後粘度が初期粘度の１．５倍未満である。
○：保存後粘度が初期粘度の１．５倍以上であるが、分離はしていない。
△：保存後粘度が初期粘度の１．５倍以上であり、わずかに分離している。
×：二層分離。
・粉体の凝集
◎：粉体の凝集が認められない。
○：粉体がわずかに凝集している。
×：粉体が明確に凝集している。
【００９３】

【表３】

【００９４】



(22) JP 2017-2017 A 2017.1.5

10

20

30

40

　表３に示される通り、比較例１の化粧料では調製直後にて粉体の凝集が見られた。比較
例２及び３の化粧料は初期安定性は良好であったが、５０℃下で１ヶ月静置した後に粘度
が上昇した。さらに比較例２の化粧料は経時で粉体が凝集した。また比較例３の化粧料も
経時でわずかに凝集した。これに対し、実施例１～３の油中水型日焼け止め化粧料は、初
期安定性及び経時安定性が良好であった。さらに化粧もちの良さにも優れていた。
【００９５】
　［実施例４］
　下記表４に示す処方で、油中水型乳化ファンデーションを製造した。
【００９６】
【表４】

【００９７】
（注４）ＫＦ－９９０９（信越化学工業（株）製）
【００９８】
－製造方法－
　Ａ：成分１～５及び成分６、７の一部を均一に分散させた。
　Ｂ：成分１１～１３を均一に分散させ、Ａで得られた混合物に均一に分散させた。
　Ｃ：成分６、７の残り及び成分８～１０を混合し、ロールミルにて均一に分散させ、Ａ
で得られた混合物に均一に分散させて、油中水型乳化ファンデーションを得た。
【００９９】
　上記油中水型乳化ファンデーションは、粉体の油相中への分散性が良好で、経時安定性
に優れていた。また、色調の均一性や化粧もちにも優れていた。
【０１００】
　［実施例５］
　下記表５に示す処方で、水中油型日焼け止め化粧料を製造した。
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【表５】

【０１０１】
（注５）ＫＦ－６１０４（信越化学工業（株）製）
（注６）ＫＳＧ－１８Ａ（信越化学工業（株）製）
（注７）ＫＦ－６１００（信越化学工業（株）製）
（注８）ＡｒｉｓｔｏｆｌｅｘＡＶＣ（Ｃｌａｒｉａｎｔ社製）
（注９）Ｓｉｍｕｌｇｅｌ６００（Ｓｅｐｐｉｃ社製）
【０１０２】
－製造方法－
　Ａ：成分１～４を均一に分散させた。
　Ｂ：成分５～６を均一に分散させ、Ａで得られた混合物を均一に分散させた。
　Ｃ：成分７～１４を均一に分散させ、Ｂで得られた混合物を均一に分散させ、水中油型
日焼け止め化粧料を得た。
【０１０３】
　上記水中油型日焼け止め化粧料は、乳化性が良好で、べたつきもなく、みずみずしい感
触に優れ、温度変化及び経時による変化がなく安定性にも優れていた。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明に従えば、粉体の油相中への分散性が良好で、皮膚密着性や経時での粉体分散安
定性に優れ、且つ、経時での粘度維持に優れた、油中水型又は水中油型乳化化粧料を提供
することができる。
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